
和歌山県教育委員会定例会会議録 

 

・日 時   令和６年３月４日（月）１４：３０～ 

・場 所   教育委員会会議室 

・出席者   宮 﨑 教育長     清 水 教育企画監 

       大 谷 委 員     中 嶋 教育総務局長 

奥 山 委 員     栗 生 生涯学習局長 

       原 田 委 員     鍋 田 学校教育局長 

柳 川 委 員     木地尾 参事 

山 中 委 員     藤 戸 総務課長 

榊   教育ＤＸ推進室長 

岩 橋 福利厚生室長 

𠮷 田 教職員課長 

    坂 口 人権教育推進課長 

                   田 伏 スポーツ課長 

                   垣 本 文化遺産課長 

                  下 村 県立学校教育課長 

                  津 村 特別支援教育室長 

 大 堀 義務教育課長 

 川 口 教育支援課長 

 森 田 教育センター学びの丘所長 

                  中 井 紀北教育事務所長 

梅 村 紀南教育事務所長 

味 村 総務課副課長 

平   秘書広報班長 

山 本 総務課主事 

平 松 総務課主事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１開 会 

○教育長 ただ今から、教育委員会３月定例会を開会する。 

 

 

○教育長 本日の議題である議案第６０号から議案第６８号については議会の議決

を経るべき案件であるため、議案第６９号、議案第７０号については、教育行政

の公正かつ円滑な運営に支障を及ぼす恐れがあるため、議案第７１号から議案第

７４号については人事案件のため、これらを非公開としたいが、よろしいか。 

 

 

（異議なしの声） 

 

 

○教育長 それでは、議案第６０号から議案第７４号については、非公開とする。

ついては、議事進行上、非公開案件の審議を「諸報」終了後としたいが、よろし

いか。 

 

 

（異議なしの声） 

 

 

２ 前回会議録の承認 

令和６年２月１６日（金）の定例会会議録について、承認した。 

 

＜公開議案＞ 

 

３ 付議事項 

議案第５４号 

和歌山県教育庁等の職員の職の設置に関する規則の一部改正について 

議案第５５号 

和歌山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則の一部改正について 

議案第５６号 

和歌山県立特別支援学校規則の一部改正について 

議案第５７号 

県立学校処務規程の一部改正について 

 

○教育長 「和歌山県教育庁等の職員の職の設置に関する規則の一部改正」「和歌

山県立学校の事務職員等の職の設置に関する規則の一部改正」「和歌山県立特別支

援学校規則の一部改正」「県立学校処務規程の一部改正」について、一括して説明

願いたい。 

 

○教職員課長 まず議案第５４号について、知事部局の組織改正に伴い、第２条の

監察査察監の職を削除する。また、定年延長に伴う役職定年に対応するため、第２

条に副主任、第３条に副主任、副主任司書、副主任学芸員を加え、その他所要の改

正を行うものである。 



続いて、議案第５５号について、定年延長に伴う役職定年に対応するため、第２

条に副主任を加えるものである。 

続いて、議案第５６号について、定年延長に伴う役職定年に対応するため、第２

０条に副主任を加えるものである。 

続いて、議案第５７号については、議案第６３号の事務専決規程の改正に伴う条

ずれを修正するものである。 

以上ご審議よろしくお願いしたい。 

 

○教育長 これについて、御意見、御質問等はないか。 

 

 

（異議なしの声）  

 

 

○教育長 議案第５４号から議案第５７号については、原案のとおり決定する。 

 

 

議案第５８号  

和歌山県指定文化財の新規指定について 

 

○教育長 「和歌山県指定文化財の新規指定」について、説明願いたい。 

 

○文化遺産課長 令和６年２月２０日に開催された県文化財保護審議会に諮問し、

県文化財に指定して保護を図るべきとの申請を受けた４件の文化財について、新規

指定の承認を求める。 

 １件目は、有形文化財の建造物で、高野町高野山に所在する金輪塔１基である。

金輪塔は天保５年に建設された総間が５ｍあまりの比較的規模の大きな桧皮葺の多

宝塔である。軒の出は深くとられており、上層の屋根勾配は強くされ、時代の特徴

が現れている。国宝の金剛峯寺不動堂が移築されるまでは対をなしていた建造物で

あり、境内の象徴となる重要な建造物で、県内に残る数少ない江戸時代後期建設の

三間多宝塔として貴重なものである。 

 ２件目は、有形文化財の建造物で、高野町高野山に所在する女人堂１棟である。

女人堂は江戸時代前期に建設されたと見られる住宅風の仏堂である。明治５年まで

女人禁制であった高野山の女人道に設けられた女人堂のうち、現存する唯一のもの

であり、建設後の改修は多く見られるものの構造材は当初の部材を良く残しており、

近世、近代を通じて継承されてきた女人堂の変遷を知ることが出来る貴重な建造物

である。 

 ３件目は、有形文化財の工芸品で、宗教法人熊野速玉大社が所有し、現在は県立

博物館に寄託されている彩絵檜扇１握である。本檜扇は、明徳元年、足利義満を中

心として天皇・上皇らによって熊野速玉大社に奉献された１，０００点以上にのぼ

る古神宝類のうち、明治中期に社外に流出した２握の檜扇の１つである。現在、国

宝に指定される速玉大社所蔵の「古神宝類」中の１０握、京都国立博物館所蔵の

「古神宝類（阿須賀神社伝来）」中の１握とともに、熊野十二所権現と速玉大社の

摂社である阿須賀神社の神々のために調達されたものと考えられている。近年、新

宮出身の文筆家・佐藤春夫の子孫により再び速玉大社に奉納された。彩色の状態は



非常に良好で、作行きにおいても他の国宝檜扇と遜色はなく、むしろ全体の中でも

丁寧な出来栄えを示しており、数少ない中世檜扇の優品として価値が高いものであ

る。 

 ４件目は、有形民俗文化財で高野町細川区が所有する細川の傘鉾祭関連用具５点

である。細川の傘鉾祭関連用具は、伊都郡高野町細川の氏神である八坂神社の「細

川の傘鉾祭」において使用されてきた用具で、鬼面、面箱、傘鉾幕、幕箱、傘鉾柄

から構成されている。祭礼は毎年８月１６日に催行され、雨乞いや厄除けの祭りと

いわれ、傘鉾と笹を持った鬼によって行われる。本資料は、祭礼の中心となる主要

な用具全てに製作あるいは伝来した年代の根拠が示されている点が特色としてあげ

られる。また、これらは、旧来の所作を残しながら現在まで維持してきた「細川の

傘鉾祭」の中心的な役割を果たす祭具であるとともに、高野山麓で風流芸能の有り

様を示す貴重な資料である。 

以上ご審議をお願いしたい。 

 

 

○教育長 これについて、御意見、御質問等はないか。 

 

 

（異議なしの声）  

 

 

○教育長 議案第５８号については、原案のとおり決定する。 

 

 

議案第５９号  

和歌山県立高等学校規則の一部改正について 

 

○教育長 「和歌山県立高等学校規則の一部改正」について、説明願いたい。 

 

○県立学校教育課長 定年延長に伴う役職定年に対応するため、第１６条に副主任

の職を追加した。また、海南高等学校定時制課程の廃止に伴い、本規則から海南高

等学校定時制課程を削除した。串本古座高等学校普通科の改編に伴い、本規則に串

本古座高等学校未来創造学科を追加した。 

ご審議をお願いしたい。 

 

〇教育長 これについて、御意見、御質問等はないか。 

 

 

（異議なしの声）  

 

 

○教育長 議案第５９号については、原案のとおり決定する。 

 

 

 



 

４ 諸 報 

「行事予定」について、事務局より説明。 

＜主な日程＞    

４月１８日（木）  教育委員会４月定例会 

５月２４日（金）  教育委員会５月定例会 

 

 

 

＜非公開議案＞ 

 

５ 付議事項 

 

議案第６０号 

和歌山県教育庁組織規則の一部改正について 

  教職員課長から「和歌山県教育庁組織規則の一部改正」について説明があり、

審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第６１号 

教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める規則の一部改正につ

いて 

  教職員課長から「教育委員会の附属機関の組織及び運営に関する基準を定める

規則の一部改正」について説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第６２号 

和歌山県教育庁処務規程の一部改正について   

教職員課長から「和歌山県教育庁処務規程の一部改正」について説明があり、

審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第６３号 

事務専決規程の一部改正について   

教職員課長から「事務専決規程の一部改正」について説明があり、審議の結果、

原案のとおり決定した。 

 

議案第６４号 

和歌山県教育庁等文書規程の一部改正について   

総務課長から「和歌山県教育庁等文書規程の一部改正」について説明があり、

審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第６５号 

和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則の一部改正につ

いて   

総務課長から「和歌山県情報公開条例の施行に関する和歌山県教育委員会規則

の一部改正」について説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 



 

議案第６６号 

和歌山県大学生等進学支援金貸与条例施行規則の一部改正について   

参事から「和歌山県大学生等進学支援金貸与条例施行規則の一部改正」につい

て説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第６７号 

県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・武道・体育センター

和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例施行規則等の廃止について   

スポーツ課長から「県民交流プラザ和歌山ビッグ愛・和歌山ビッグホエール・

武道・体育センター和歌山ビッグウエーブ設置及び管理条例施行規則等の廃

止」について説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第６８号 

和歌山県スポーツ賞表彰規程の廃止について   

スポーツ課長から「和歌山県スポーツ賞表彰規程の廃止」について説明があり、

審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第６９号 

令和７年度和歌山県立中学校入学者選考日程について   

義務教育課長から、「令和７年度和歌山県立中学校入学者選考日程」について

説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第７０号 

令和７年度和歌山県立高等学校入学者選抜日程について   

県立学校教育課長から、「令和７年度和歌山県立高等学校入学者選抜日程」に

ついて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第７１号 

令和６年度和歌山県教科用図書選定審議会の委員について   

義務教育課長から「令和６年度和歌山県教科用図書選定審議会の委員」につい

て説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第７２号 

令和５年度末公立小・中学校及び義務教育学校管理職人事異動について   

紀北教育事務所及び紀南教育事務所長から「令和５年度末公立小・中学校及び

義務教育学校管理職人事異動」について説明があり、審議の結果、原案のとお

り決定した。 

 

議案第７３号 

令和５年度末県立学校長及び教頭並びに事務長人事異動について   

教職員課長から「令和５年度末県立学校長及び教頭並びに事務長人事異動」に

ついて説明があり、審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

議案第７４号 



令和５年度末事務局等職員人事異動について   

教職員課長から「令和５年度末事務局等職員人事異動」について説明があり、

審議の結果、原案のとおり決定した。 

 

 

６ 閉 会 

○教育長 これで、予定されていた議事が全て終了したので３月定例会を閉会 

する。                    （１５：４０閉会） 

 

 

 

 


